
 

社会福祉法人奈良県社会福祉協議会  

役員の報酬等及び評議員の費用に関する基準  

 

 （趣旨）

第１条　 この基準 は、社会 福祉法 人奈良県 社会福祉 協議会（ 以下「 本会」と い　

　う。） の定款第 10条及び 第 24条 の規定に 基づき、 役員の報 酬等及 び評議員 の費

 　用弁償 に関し必 要な事項 を定め る。

 

 （定義）

第２条　 この基準 において 、次の 各号に掲 げる用語 の定義は 、当該 各号の定 める

 　ところ による。

 （１）役 員とは、 本会の理 事又は 監事の職 にある者 をいう。

（２）常 勤の理事 とは、本 会理事 のうち、 定款第 17条第 2項に 定める 常務理事 等、

 　本会を 主たる勤 務場所と する者 をいう。

（３）報 酬とは、 社会福祉 法第 45条の 34第 1項第 3号 で定める 報酬、 賞与その 他の

 　職務遂 行の対価 として受 ける財 産上の利 益であっ てその名 称の如 何を問わ ない。

（４）費 用とは、 職務遂行 に伴い 発生する 交通費等 本会旅費 規程に 定める旅 費及

 　び手数 料等の経 費であっ て報酬 と明確に 区分され るものと する。

 

 （報酬等 の支給区 分）

第３条　 本会は、 役員の職 務遂行 の対価と して次の 各号のと おり報 酬等を支 給す

 　ること ができる 。

 （１）常 勤の理事 及び監事 は、報 酬及び費 用

 （２）非 常勤の理 事及び評 議員は 、費用

２　報酬 の総額及 びその勤 務形態 に応じた 報酬の上 限額は、 評議員 会の決議 によ

 　り定め る。

 

 （常勤の 理事の報 酬）

第４条　 常勤の理 事に対す る報酬 は、奈良 県が定め る「公社 ・事業 団等再雇 用職

　員の任 免、給与 に関する 取扱要 綱（以下 「取扱要 綱」とい う。） 」の規定 を参

 　酌し、 給料、期 末手当及 び通勤 手当とす る。

２　給料 は月額と し、その 額はそ の月の属 する年度 予算及び 前条第 ２項に定 める

 　上限額 の範囲内 で会長が 定める 。

３　給料 は、就任 の日から 支給し 、退任（ 死亡によ る退任を 含む） したとき は、

 　その日 までこれ を支給す る。

４　前項 の規定に より給料 を支給 する場合 であって 、月の初 日から 支給する とき

　以外の とき又は 月の末日 まで支 給すると き以外の ときの給 料額は 、日割り によ

 　って計 算するも のとする 。



５　給料 は、その 全額を毎 月 21日 に支給す る。ただ し、その 日が休 日、日曜 日又

　は土曜 日に当た るときは 、その 日前にお いてその 日に最も 近い休 日、日曜 日又

 　は土曜 日でない 日を支給 日とす る。

６　期末 手当は、 6月 1日及 び 12月 1日（以下 この条に おいて「 基準日 」という 。）

　にそれ ぞれ在職 する常勤 の理事 に対して 、基準日 から 30日 をこえ ない範囲 にお

　いて支 給する。 これらの 基準日 前１ヶ月 以内に退 職し、又 は死亡 した者に つい

 　ても同 様とする 。

７　前項 の期末手 当の額は 、給料 月額に 100分の 10を 乗じて得 た額を 当該給料 月額

　に加算 して得た 額に、取 扱要綱 で規定す る月数を 乗じて得 た額と する。  

 ８　通勤 手当は、 本会給与 規程第 7条の規定 に準じ定 額を支給 する。

 

 （監事の 報酬等）

第５条　 監事の職 にある者 のうち 、会計経 理の専門 家（社会 福祉法 第 44条第 5項第

　 2号に定 める者） にあって は、財 務等状況 の定期実 地検査等 を行う ことを目 的に

　本会に 出勤した 日並びに 理事会 及び評議 員会に出 席した日 等を単 位として 、第

 　 3条第 2項に定め る報酬総 額の範 囲内で報 酬を支給 する。

２　前項 に定める 報酬日額 は 7,000円とし、 当該額に 暦月毎に 現に本 会に出勤 し、

　又は、 理事会及 び評議員 会に出 席した日 等の日数 を乗じて 得た額 を、翌月 21日

　に当該 監事が指 定する銀 行口座 への振込 によって 支払う。 ただし 、その日 が休

　日、日 曜日又は 土曜日に 当たる ときは、 その日前 において その日 に最も近 い休

 　日、日 曜日又は 土曜日で ない日 を支給日 とする。

３　前々 項に定め る監事が 出勤及 び出席し たときは 、移動に 要する 交通費等 費用

 　を支給 し、その 支払は前 項の規 定による 。

 

 （費用弁 償）

第６条　 役員及び 評議員が 職務遂 行のため に旅行し た場合に 支給す る交通費 等費

　用の額 は、本会 旅費規程 に準じ て計算し た額とす る。また 、手数 料等の支 給は

 　実費と する。

 

 （公表）

第７条　 この基準 は社会福 祉法第 45条の 35に定める 報酬等の 支給の 基準とし 、同

 　法の規 定に基づ き公表す る。

 

 （改正及 び細則）

第８条　 この基準 の改正は 、評議 員会の決 議により 行う。  

２　この 基準実施 に関し必 要な事 項は、理 事会の承 認を得て 会長が 別に定め る。  

 

　　　　 附　則　  

１　この 基準は、 平成 29年 ６月 20日から施 行する。  

　　なお 、この基 準の施行 に伴い 、平成 28年 12月 26日施行の 「役員 報酬等支 給規



　程」は 廃止する 。  

 ２  　この 基準は、 平成 30年 ３月 30日に施行 し、平成 29年 12月 １日か ら適用す る。

　   改正 後のこの 基準を適 用する 場合にお いては、 改正前の 基準に 基づき支 給さ

　れた期 末手当は 、改正後 の規程 による期 末手当の 内払いと する。 （「役員 の報

　酬等及 び評議員 の費用に 関する 基準」第 ３条第２ 項に規定 する報 酬の総額 及び

 　上限額 ）

３　この 基準は、 平成 30年 ６月 20日から施 行し、平 成 30年６ 月 1日か ら適用す る。

 ４　この 基準は、 平成 31年 ３月 20日から施 行し、平 成 30年 12月 1日か ら適用す る。

 ５　この 基準は、 令和元年 ６月 20日から施 行する。

６　この 基準は、 令和２年 ３月 19日に施行 し、令和 元年６月 １日か ら適用す る。

　（１） 改正後の この基準 を適用 する場合 において は、改正 前の基 準に基づ き支

 　　　給 された期 末手当は 、改正 後の基準 による期 末手当の 内払い とする。



  「役員の報酬等及び評議員の費用に関する基準」第３条第２項に規定 

  　 する報酬の総額及び上限額 

 

令和６年３月28日現在 

 

 

○報酬の総額 

　報酬の１年間の総額は、６，０００，０００円とする。 

 

 

 

 報酬の総額の算定 

(1)常務理事（上限額：①＋②＋③） 

 　①給料月額：「公社・事業団等再雇用職員の任免、給与に関する取扱要綱」（平成31年 

　　 3月20日人第646号）を参酌し、この基準第4条第2項に基づき会長が定める額 

 

 　②期末手当：３.３月（６月：1.55月　１２月：1.75月） 

 

   ③通勤手当：給与規程第７条に規定する定額 

 

(2)監事（会計経理専門家）の報酬（上限額） 

 　①この基準第５条第２項に規定した額×実働日数

 

附　則 

１　この報酬の総額及び上限額は、令和２年12月８日に施行し、令和２年12月１日から適用す

　る。 

　（１）令和２年12月10日に支給する期末手当の割合は、報酬の総額の算定(1)の②にかかわ

　　らず、1.75とする。 

 

２　この報酬の総額及び上限額は、令和３年11月30日に施行する。 

　（１）令和３年12月10日に支給する期末手当の割合は、報酬の総額の算定(1)の②にかかわ

　　らず、1.625とする。 

 

３　この報酬の総額及び上限額は、令和６年３月28日に施行し、令和５年４月１日から適用す

る。 

 



　（１）令和５年６月30日及び令和５年12月10日に支給する期末手当の月数は、報酬の総額の 

　　算定(1)の②にかかわらず、下表のとおりとする。 

  令和５年６月30日  1.5 月

  令和５年12月10日  1.8 月

（２）改正後のこの規則を適用する場合においては、改正前の規則に基づき支給された期末

手当は、改正後の規則による期末手当の内払いとする。 


